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　児童・高齢者に対する虐待、女性に対する暴力、障がいのある人
への偏見からの差別など様々な人権問題が増加しています。また
インターネットを悪用した人権侵害やヘイトスピーチなど新たな
人権問題も発生しています。
　「人権尊重社会をめざす県民運動」は、「すべての県民がお互い
の人権を尊重しながら共に生きる社会」を実現するため、県・市町
村はもちろん県民総ぐるみで取り組む運動です。
　町では、教育委員会と人権教育推進協議会で、毎年、人権に関
する作文(中学生対象)と標語（小学生対象)を募集しています。
　今年もたくさん応募いただいた作品の中から、優秀作品に選出
された城 彩乃さんの作文を紹介します。また、標語については、
広報の裏表紙に掲載していきます。

12月4日
　から

10日は
人権週間とは．．
国連が「世界人権宣言」の採
択を記念して、毎年12月10
日を「人権デー」とし、世界中
で人権尊重の記念行事を行う
ことを呼びかけていることか
ら、日本では、12月４日から人
権デーまでの１週間を「人権
週間」として、全国的な啓発事
業が行われています。

　私が中学校に入学して、1カ月くらいたった頃、他
の小学校出身のＡさんと仲良くなりました。Ａさんは
何もかもすぐにこなすので、そのようなＡさんに対し、
「私もＡさんのようになりたい。」と思うばかりでした。
　そんなある日のこと、部活で困ったことがありまし
た。私は運動が苦手で、いつもみんなより少し遅れた
練習をしていました。その日もみんながずっと前にで
きるようになったことを練習していると、私の練習相
手の友だちに
「なんでそんな練習ばかりするの？」
と聞かれました。「できないから。」とは言えなかった
私は、ただ笑っているだけでした。なんで私はみんな
と違うんだろう。そんなことばかり考えていると、Ａさん
が私に
「どうしたの？」
と聞いてきました。私はその出来事をＡさんに話すと、
Ａさんは少し考えてから、
「人は人で、自分は自分だよ。みんなと違っても、それ
が自分らしさなんだから。」
と言いました。ずっと周りの人と比べながら生活してき
た私にとって、それは全く新しい考え方だったので、私
の心にすごく響きました。「自分らしさは一人ひとりが
持っている宝石」という言葉を前に聞いたことがあり
ました。そんな宝石を一つでも持っていたらいいなと

思い、少しわくわく
しました。それから
私の世界はがらり
と変わりました。周
りのみんなと比べ
ることもなくなり、
「私は私なんだ。」と思えるようになりました。このこと
を教えてくれたＡさんは、やっぱりすごいと思いまし
た。自分らしさを持つＡさんに対して、「うらやましい。」
という気持ちではなく、Ａさんと友だちになれて嬉しい
という気持ちになりました。
　しかし、大切な「自分らしさ」をお互いに尊重しない
と、差別やいじめにつながると思います。学校で起こ
るいじめや、世界で起こる差別は、自分らしさに関係
があるのではないでしょうか。いじめられる生徒も、違
う言語、習慣等や文化を持つ民族や国の人も、それ
ぞれが持っているすばらしいものを、だれかが否定し
てしまうから、みんなが流されてしまいトラブルになる
のだと思います。私にはいじめや差別を止められるよ
うな大きな力は無いけれど、今、世界中で苦しんでい
るたくさんの人に手を差しのべられる人になりたいで
す。そして、たくさんの「自分らしさ」を見つけ、自分自
身も輝いていきたいです。

小鹿野中学校3年　城　彩乃

　北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北
朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、平成18年6月に、
「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、国及び地方
公共団体の責務等が定められるとともに、毎年12月10日から同月16日までを「北朝鮮人権侵害問
題啓発週間」とすることとされています。（法務省ホームページ抜粋）

～北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めましょう～

＜メモ＞北朝鮮人権侵害問題啓発週間（12月10日～16日）

年末年始 公的機関等の業務のお知らせ年末年始 公的機関等の業務のお知らせ年末年始 公的機関等の業務のお知らせ年末年始 公的機関等の業務のお知らせ

町営バス　お正月運休便のお知らせ町営バス　お正月運休便のお知らせ町営バス　お正月運休便のお知らせ町営バス　お正月運休便のお知らせ

業務内容 年末 年始

問合せ●小鹿野庁舎・総務課
　　　　衛生センター・衛生課
　　　　秩父広域市町村圏組合業務課
　　　　可燃ごみ（秩父クリーンセンター）
　　　　不燃ごみ（秩父環境衛生センター）
　　　　火葬（秩父斎場）
　　　　水道（ちちぶ広域水道お客様センター）

12月28日（金）午前中まで
※年末の依頼が混み合い、ご要望に応じきれない場合があり
ますので、12月21日(金）までに衛生課へお申し込みください。

役場

し尿くみ取り

ごみ収集

ごみの持ち込み

火葬業務
霊柩車
水道

12月28日（金）まで 通常業務は1月4日（金）から

1月4日(金）から

1月4日（金）収集予定地区から
通常通り収集

1月4日（金）から

1月3日（木）から
1月4日（金）から
1月4日（金）から

12月31日（月）収集予定地区まで通常どおり収集
※収集日は、ごみカレンダーをご確認ください。
12月30日（日）まで持ち込み可
受付時間●9:00～12:00、13:00～16:00
12月31日（月）まで
12月31日（月）まで
12月28日（金）まで
※個人番号カード等を利用した証明書(住民票の写し、印鑑登録証明)のコンビニ発行サービスについては、
12月29日(土)から1月3日(木)までの間、サービスが休止となります。1月4日(金)からは通常どおり6時30分
から23時00分までの間でサービスが受けられます。

　収集した後にごみを出されると、ごみ集積所の周辺の
人にご迷惑をおかけすることになります。お互いにルー
ルを守って、環境美化にご協力をお願いします。

ごみは、収集日当日の朝8時までに必ず出してください ☎75-1221
☎75-0352
☎23-2489
☎24-8050
☎23-8921
☎23-1678
☎25-5221

両神温泉薬師の湯
地域資源活用センター
両神農林産物直売所
長尾根（直売所・サイクリング）

☎79-1533
☎72-8080
☎79-0124
☎25-2939
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○…営業・臨時営業
休…休業・臨時休業
△*1…11：00～17：00
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▲*3…10：00～16：00
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お正月の期間、次の町営バスが運休します。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。

1月1日㊗

■終日運休　日向大谷・三峰口線及び白井差線　
■一部運休　西武秩父駅線

薬師の湯発
西武秩父駅発

18:15
19:15

西武秩父駅着
薬師の湯着

19:04
20:04

⇨
⇨

1月2日㊌
　  3日㊍

西武秩父駅線の運休便

■表記した17便が運休

薬師の湯発
両神庁舎発
日向大谷口発
三峰口駅発
薬師の湯発
三峰口駅発
薬師の湯発
三峰口駅発
日向大谷口発

6:45
7:10
7:30
7:48
16:58
17:37
17:55
18:35
18:37

日向大谷口着
三峰口駅着
薬師の湯着
両神庁舎着
三峰口駅着
日向大谷口着
三峰口駅着
両神庁舎着
薬師の湯着

7:20
7:31
8:05
8:13
17:16
18:30
18:13
18:56
19:12

⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨

日向大谷・三峰口線の運休便
両神庁舎発
白井差口発
両神庁舎発
小鹿野町役場発
白井差口発
薬師の湯発

6:50
7:34
16:57
17:35
18:40
19:12

白井差口着
小鹿野町役場着
小鹿野町役場着
白井差口着
両神庁舎着
小鹿野町役場着

7:25
8:20
17:14
18:27
19:18
19:26

⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨

白井差線の運休便

薬師の湯発
西武秩父駅発

18:15
19:15

西武秩父駅着
薬師の湯着

19:04
20:04

⇨
⇨

西武秩父駅線の運休便

※秩父ミューズパークのスカイトレイン
について、冬季は土日のみの運行ですが、
1月4日(金)は臨時運行を行います。
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